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一
九
六
〇
年
代
後
半
の
現
実
世
界
に
対
す
る
オ
ー
ル
タ
ナ
テ
ィ
ヴ
と

し
て
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
化
大
革
命
」（
以
下
「
文
革
」）
に
勝
手
に
思

い
を
い
た
し
、
憧
れ
を
抱
い
た
人
々
が
い
た
。
い
ま
さ
ら
の
よ
う
で
あ

る
が
、
Ｋ
・
ブ
ッ
セ
が
「
山
の
あ
な
た
の
空
遠
く
」
に
住
む
と
読
ん
だ

「
幸

さ
い
わ
ひ」
は
、
そ
の
詩
と
同
じ
く
現
実
に
存
在
し
な
か
っ
た
だ
け
で
な
く
、

「
山
の
あ
な
た
」
で
展
開
さ
れ
て
い
た
の
は
麗
し
き
誤
解
に
よ
っ
て
成

り
立
っ
て
い
た
一
方
的
な
思
い
込
み
と
は
正
反
対
の
、
近
代
人
と
は
縁

も
ゆ
か
り
も
無
い
、
人
間
の
悪
し
き
本
性
を
む
き
出
し
に
し
た
、
血
塗

ら
れ
た
事
ど
も
で
あ
っ
た
。だ
か
ら
こ
そ
、「
涙
さ
し
ぐ
み
か
へ
り
き
ぬ
」

な
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
さ
ら
に
遠
く
に
夢
を
預
け
「
山
の
あ
な
た

の
な
ほ
遠
く
／
「
幸
」
住
む
と
人
の
い
ふ
」
と
い
う
見
果
て
ぬ
夢
に
し

が
み
つ
く
、
あ
る
い
は
し
が
み
つ
い
て
い
る
こ
と
の
自
覚
を
拒
否
す
る

人
々
が
、
二
一
世
紀
の
今
な
お
存
在
す
る
こ
と
も
ま
た
、
事
実
で
あ
る
。

「
文
革
」
が
過
去
に
な
る
日
は
い
つ
な
の
か
？
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「
文
革
」
と
省
略
す
る
と
何
の
こ
と
や
ら
分
か
ら
な
い
と
い
う
学
生

が
、
確
実
に
増
え
て
い
る
。
今
年
四
月
、
つ
い
に
二
一
世
紀
生
ま
れ
の

若
者
が
大
学
生
と
な
っ
て
入
学
し
て
き
た
。
彼
ら
に
は
、
成
立
後
の
人

民
共
和
国
の
歴
史
も
そ
れ
以
前
の
歴
史
も
曖
昧
な
場
合
が
あ
る
。
も
っ

と
も
、
自
分
が
若
か
っ
た
こ
ろ
の
こ
と
を
思
い
返
す
と
、
一
方
的
に
彼

ら
の
無
知
を
責
め
て
も
始
ま
る
ま
い
。

　

さ
は
さ
り
な
が
ら
、
中
国
の
歴
史
的
推
移
の
上
で
の
現
状
が
、
遠
い

過
去
と
二
重
写
し
に
な
っ
て
見
え
る
こ
と
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
観
察

の
当
事
者
で
あ
る
自
分
自
身
に
主
体
の
問
題
が
あ
る
の
だ
ろ
う
が
、
外

在
的
な
原
因
の
一
つ
が
共
産
党
自
身
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
状

況
が
、
昨
今
目
に
付
く
よ
う
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
言
う
ま
で

も
な
く
、
ア
メ
リ
カ
と
対
立
し
つ
つ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
視
野
に
入
れ
た

「
一
帯
一
路
」
に
垣
間
見
え
る
「
中
華
帝
国
」「
冊
封
体
制
」
の
再
来
で

楊
継
縄
著
／
辻
康
吾
編
／

現
代
中
国
資
料
研
究
会
訳

文
化
大
革
命
五
十
年
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あ
り
、
近
く
は
周
囲
の
主
権
国
家
に
、
自
ら
の
歴
史
的
観
念
に
由
来
す

る
だ
け
の
「
領
域
」
を
「
国
境
」
と
し
て
押
し
付
け
て
い
る
、
南
シ
ナ

海
で
の
膨
脹
的
活
動
で
あ
る
。
内
部
を
見
て
み
れ
ば
、
管
理
社
会
化
で

あ
り
監
視
社
会
化
の
動
き
で
あ
る
。
街
中
に
監
視
カ
メ
ラ
（
防
犯
カ
メ

ラ
？
）
が
設
置
さ
れ
、
公
安
が
顔
で
個
人
識
別
可
能
な
情
報
を
持
っ
て

い
る
が
ゆ
え
に
犯
罪
検
挙
が
容
易
に
な
っ
た
と
か
、
は
た
ま
た
ネ
ッ
ト

空
間
で
も
不
穏
当
あ
る
い
は
不
都
合
な
書
き
込
み
は
即
座
に
削
除
さ
れ

る
と
か
。
筆
者
の
よ
う
な
紙
媒
体
に
執
着
す
る
も
の
に
と
っ
て
は
、
言

論
出
版
の
自
由
の
象
徴
で
あ
る
論
壇
雑
誌
が
停
刊
あ
る
い
は
圧
力
が
か

か
り
、
発
言
の
当
事
者
た
ち
が
何
ら
か
の
制
裁
を
受
け
た
と
聞
く
と
、

安
穏
と
し
て
は
い
ら
れ
な
い
。劉
暁
波
が
獄
死
し
た
時
も
そ
う
だ
っ
た
。

「
法
治
」を
掲
げ
て
い
る
は
ず
な
の
に
、自
分
た
ち
で
決
め
た
法
く
ら
い
、

自
分
た
ち
で
守
っ
て
欲
し
い
と
思
う
。

　

明
治
の
日
本
人
が
「
天
賦
人
権
」
と
訳
し
た
の
は
、
ま
さ
し
く
正
鵠

を
射
て
い
た
。
誰
も
奪
え
な
い
内
面
の
自
由
で
あ
る
は
ず
の
信
仰
の
自

由
さ
え
、
危
機
に
瀕
し
て
い
る
。
政
治
に
関
わ
る
人
々
の
間
の
権
力
抗

争
が
「
腐
敗
打
倒
」
の
名
の
も
と
に
行
わ
れ
、「
輿
論
」
を
背
景
に
刑

事
罰
が
課
さ
れ
る
と
な
る
と
、
ま
す
ま
す
も
っ
て
我
が
眼
を
疑
う
。
江

戸
時
代
じ
ゃ
あ
る
ま
い
し
、
ま
し
て
あ
れ
ほ
ど
傷
つ
き
、
無
数
の
屍
を

野
に
さ
ら
し
た
「
文
革
」
を
経
た
後
な
の
に
。
皇
帝
統
治
を
打
破
し
て
、

民
主
主
義
を
実
現
し
よ
う
と
し
て
き
た
の
で
は
な
か
っ
た
の
か
。
ブ
ル

ジ
ョ
ア
民
主
主
義
よ
り
も
優
れ
て
い
る
と
主
張
し
て
き
た
プ
ロ
レ
タ
リ

ア
独
裁
を
実
践
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
だ
が
、
多
数
者
に
よ
る
少

数
者
へ
の
独
裁
な
の
だ
か
ら
民
主
的
と
は
、
詭
弁
の
最
た
る
も
の
で
あ

ろ
う
。
な
に
よ
り
、「
文
革
」
の
犠
牲
者
に
対
す
る
弔
い
は
、
い
ま
だ

終
わ
っ
て
い
な
い
。
い
や
、
こ
れ
ま
で
に
ま
と
も
に
行
わ
れ
た
こ
と
な

ど
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
文
革
中
に
引
き
回
さ
れ
た
者
と
引
き
回
し
た

者
と
が
、「
文
革
」
終
了
後
に
も
同
じ
「
単
位
」
の
な
か
で
暮
ら
し
て

い
る
現
実
は
、
想
像
を
絶
す
る
。
現
在
が
歴
史
か
ら
自
由
で
は
な
い
以

上
、
中
国
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
「
文
革
」
と
い
う
歴
史
的
事
象
か
ら

自
由
で
は
な
い
。

　

さ
て
、
本
書
は
冒
頭
に
も
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
楊
継
縄
の
『
天

地
翻
覆
―
―
中
国
文
化
大
革
命
史
』（
香
港
、
天
地
図
書
、
二
〇
一
六
年
）
が

底
本
で
あ
る
。
原
著
は
上
下
二
巻
、
一
〇
〇
〇
頁
を
は
る
か
に
超
え
る
厚

さ
で
あ
る
。
執
念
の
産
物
と
し
か
言
い
よ
う
の
な
い
分
量
で
あ
る
。
さ

す
が
に
、
そ
の
ま
ま
で
は
翻
訳
刊
行
で
き
ず
、
四
六
版
三
〇
〇
頁
強
に

圧
縮
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
も
や
ゝ
小
ぶ
り
の
フ
ォ
ン
ト
二
段

組
で
ギ
ッ
シ
リ
と
組
ま
れ
、
近
年
に
な
い
充
実
し
た
書
籍
ぶ
り
で
あ
る
。

　

原
著
者
の
楊
継
縄
は
一
九
四
〇
年
生
ま
れ
、
文
革
中
に
清
華
大
学
を

卒
業
、
一
九
六
八
～
二
〇
〇
一
年
新
華
社
記
者
、
そ
の
後
改
革
派
雑
誌

『
炎
黄
春
秋
』
副
社
長
、
中
国
で
は
今
な
お
刊
行
で
き
な
い
『
墓
碑　

中
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国
六
十
年
代
大
飢
荒
紀
実
』（
香
港
、
天
地
図
書
、
二
〇
〇
八
年
、
邦
訳
『
毛

沢
東
大
躍
進
秘
録
』
文
藝
春
秋
社
、
二
〇
一
二
年
、
こ
れ
も
原
著
一
一
〇
〇
頁
強
、

邦
訳
で
も
六
〇
〇
頁
弱
の
「
抄
訳
」）
な
ど
を
世
に
問
う
て
い
る
。
楊
は
、
物

心
つ
く
頃
か
ら
政
治
過
多
の
中
国
社
会
で
、
真
摯
に
現
実
に
向
き
合
お

う
と
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
そ
の
変
動
の
波
に
揺
ら
れ
て
い
た
と
言
っ

て
よ
い
で
あ
ろ
う
。「
大
躍
進
」
の
犠
牲
と
な
っ
た
三
六
〇
〇
万
人
の

中
に
、
楊
の
父
親
（
養
父
）
も
含
ま
れ
て
い
る
。『
墓
碑
』、
そ
し
て
本

書
執
筆
の
問
題
意
識
の
根
柢
に
あ
る
事
実
で
あ
る
。

　

歴
史
と
し
て
の
文
革
研
究
で
あ
る
本
書
の
主
張
は
「
中
国
大
陸
の
当

局
が
審
査
出
版
し
た
何
冊
か
の
「
文
革
史
」
の
基
本
は
、
官
僚
が
被
っ

た
被
害
の
歴
史
で
あ
り
、
造
反
派
の
悪
事
の
歴
史
で
あ
る
。
こ
う
し
た

「
文
革
史
」
は
知
識
人
の
被
害
を
紹
介
し
て
は
い
る
が
、
知
識
人
へ
の

迫
害
を
使
嗾
し
た
者
が
権
力
を
握
る
者
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
は

い
な
い
」（
ⅴ
～
ⅵ
頁
）
に
集
約
で
き
る
。
一
九
八
一
年
の
「
歴
史
決
議
」

も
、
勝
ち
残
っ
た
官
僚
集
団
に
よ
る
歴
史
の
歪
曲
と
断
定
し
、
本
書
全

体
を
通
じ
て
実
証
す
る
。

　

本
書
は
三
部
構
成
と
な
っ
て
お
り
、
第
一
部
は
楊
継
縄
の
未
発
表

書
き
下
ろ
し
で
あ
る
「
一
小
時
読
懂
文
革
全
貌
（
一
時
間
で
分
か
る
文
革

の
全
貌
）」
を
加
筆
修
正
の
上
で
編
集
翻
訳
、
第
二
部
は
『
天
地
翻
覆
』

よ
り
一
部
を
修
正
抜
粋
、
第
三
部
に
『
天
地
翻
覆
』
の
「
導
論
」、
そ

こ
に
文
革
関
係
年
表
、
主
要
中
国
人
人
名
注
を
収
め
て
い
る
。

　
「
日
本
の
読
者
へ
」
と
「
序
文
」
が
本
書
全
体
の
問
題
提
起
で
あ
り
、

先
に
あ
げ
た
視
点
な
ど
が
示
さ
れ
て
い
る
。
第
一
部
は
「
文
革
の
起
源

か
ら
終
焉
ま
で
」。
時
系
列
に
沿
っ
て
文
革
の
各
段
階
を
整
理
し
、
人

民
共
和
国
成
立
直
後
か
ら
「
文
革
の
起
源
」
が
懐
胎
さ
れ
て
い
た
と
す

る
。
要
す
る
に
、
人
民
共
和
国
成
立
当
初
か
ら
の
集
権
制
度
が
官
僚
集

団
に
よ
っ
て
広
範
な
大
衆
を
抑
圧
す
る
シ
ス
テ
ム
と
し
て
機
能
し
、
政

治
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
名
を
借
り
た
官
僚
内
部
の
権
力
抗
争
が
、
極
め
て

品
の
な
い
「
証
明
」
ま
で
用
い
て
行
わ
れ
て
い
た
。
彭
徳
懐
・
羅
瑞
卿
・

陸
定
一
・
楊
尚
昆
へ
の
罵
倒
、吊
し
上
げ
は
周
恩
来
が
批
准
し
、「
四
旧
」

一
掃
な
ど
の
派
手
な
街
頭
行
動
は
高
級
幹
部
の
子
弟
に
よ
る
「
老
紅
衛

兵
」
の
し
わ
ざ
で
あ
っ
た
。
毛
沢
東
は
、
自
ら
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
実
現
の

た
め
に
必
須
な
権
力
掌
握
の
た
め
の
手
段
と
し
て
し
か
文
革
を
考
え
て

い
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
、
毛
沢
東
は
文
革
を
操
ろ
う
と
し
て
い
た
。
し

か
し
、
無
理
な
注
文
で
あ
っ
た
。
毛
沢
東
は
看
板
を
変
え
た
だ
け
の
組

織
で
あ
る
革
命
委
員
会
で
混
乱
の
収
拾
を
図
り
、
造
反
派
を
強
制
的
に

解
散
さ
せ
た
。
こ
の
文
脈
か
ら
、「
下
放
」
さ
れ
た
紅
衛
兵
た
ち
の
農

村
で
の
扱
い
は
、
容
易
に
想
像
が
つ
く
。
早
い
話
が
、
用
済
み
と
し
て

切
り
捨
て
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
な
れ
ば
、
復
権
し
た
「
実
権
派
」

に
よ
る
「
造
反
派
」
へ
の
復
讐
で
あ
る
。
実
際
に
血
を
流
し
た
の
は
造

反
し
た
「
大
衆
」
で
あ
っ
た
。
文
革
そ
の
も
の
が
表
面
的
に
終
結
し
て
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も
本
質
的
な
社
会
構
造
は
変
化
し
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
四
人

組
裁
判
に
つ
い
て
も
、「
判
事
は
臨
時
に
呼
び
寄
せ
た
者
で
、
そ
の
多

く
は
法
律
を
知
ら
な
い
官
僚
で
、
…
…
弁
護
士
は
当
局
が
委
任
し
た
者

で
、
事
前
に
当
局
は
弁
護
士
に
、
公
訴
側
の
提
出
す
る
「
事
実
は
変
更

不
能
」
で
あ
り
、
…
…
「
罪
名
」
は
変
え
ら
れ
な
い
こ
と
を
認
め
る
よ

う
要
求
し
た
」（
一
〇
三
頁
）。
楊
継
縄
な
ら
ず
と
も
、
真
っ
当
な
裁
判

で
は
な
い
と
見
な
す
の
が
当
然
で
あ
る
。
推
定
無
罪
の
原
則
な
ど
存
在

し
な
い
、
シ
ナ
リ
オ
通
り
の
政
治
裁
判
で
あ
っ
た
。

　

第
二
部
は
「
ポ
ス
ト
文
革
の
中
国
」。
復
権
し
た
「
実
権
派
」
に
よ

る
復
讐
が
、
文
革
最
初
期
の
「
造
反
派
」
に
加
え
ら
れ
た
が
、
そ
の
復

讐
は
文
革
最
初
期
に
造
反
派
が
展
開
し
た
官
僚
批
判
と
い
う
歴
史
的
事

実
を
否
定
す
る
も
の
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
る
。
復
讐
は
や
が
て
範
囲
を

拡
大
さ
せ
、
全
国
で
一
〇
〇
〇
万
人
以
上
が
四
人
組
と
の
関
係
で
摘
発

さ
れ
た
。「
復
讐
」
の
詳
細
な
事
例
は
、
文
革
期
の
「
実
権
派
」
打
倒

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
と
方
向
が
違
う
だ
け
で
、
実
態
に
違
い
は
な
い
。
鄧
小

平
は
文
革
の
清
算
対
象
を
「
造
反
で
の
し
上
が
っ
た
者
、
派
閥
思
想
に

凝
り
固
ま
っ
た
者
、
殴
打
・
破
壊
・
略
奪
を
働
い
た
者
」
の
「
三
種
人
」

に
限
定
し
た
が
「
ダ
ブ
ル
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
」
が
あ
り
、
中
央
指
導
層
に

近
い
老
幹
部
と
そ
の
子
弟
に
は
甘
く
、
許
世
友
や
韋
国
清
な
ど
は
お
と

が
め
な
し
で
あ
っ
た
。

　

そ
れ
で
も
、
華
国
鋒
失
脚
の
原
因
で
あ
る
「
真
理
の
基
準
の
大
議
論

は
や
は
り
毛
沢
東
に
対
す
る
迷
信
を
打
ち
砕
く
こ
と
に
な
」（
一
六
八

頁
）
り
、「
六
四
」
に
到
る
道
を
開
い
た
。
楊
継
縄
自
身
の
見
た
「
西
単

の
民
主
の
壁
」
は
「
民
主
の
波
」
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
希
望
は
「
改
革

開
放
」
当
初
か
ら
の
矛
盾
で
裏
切
ら
れ
る
。「
改
革
開
放
」
の
主
導
権
を

握
っ
た
官
僚
集
団
と
、一
般
大
衆
と
の
矛
盾
で
あ
る
。
文
革
で
の
「
官
僚

集
団
の
苦
し
み
は
大
衆
か
ら
激
し
く
降
り
か
か
っ
て
来
た
も
の
で
あ
り
、

大
衆
の
苦
し
み
は
全
体
主
義
制
度
の
残
酷
さ
か
ら
来
た
も
の
だ
っ
た
」

（
一
七
六
頁
）
か
ら
で
あ
る
。「
同
床
異
夢
」
で
あ
る
。
結
局
、
鄧
小
平
の

「
四
つ
の
基
本
原
則
」
で
一
九
四
九
年
以
来
の
体
制
が
堅
持
さ
れ
た
。
立

ち
遅
れ
た
経
済
活
性
化
に
は
市
場
経
済
導
入
し
か
な
か
っ
た
が
、
そ
れ

は
「
文
革
の
最
終
勝
利
者
で
あ
る
官
僚
集
団
」
が
採
用
し
た
現
代
版
「
中

体
西
用
」
論
で
あ
っ
た
。
こ
の
「
権
力
市
場
制
度
」
の
実
態
は
、
肥
大

化
す
る
官
僚
組
織
と
人
員
、
貧
富
の
格
差
の
拡
大
と
な
っ
て
現
れ
た
。

身
も
蓋
も
な
い
鄧
樸
方
の
発
言
「
改
革
と
い
う
の
は
能
力
の
あ
る
人
間

が
国
か
ら
利
益
を
得
る
こ
と
だ
。
…
…
ど
う
し
た
っ
て
一
部
の
有
能
な

者
か
ら
裕
福
に
な
る
。
誰
も
が
富
裕
に
な
る
の
は
そ
の
あ
と
だ
」（
一
九
〇

頁
）。「
有
能
な
」
鄧
樸
方
は
、
文
革
で
造
反
派
に
迫
害
さ
れ
、
障
害
を

負
っ
た
鄧
小
平
の
息
子
、「
紅
二
代
」「
太
子
党
」
で
あ
る
。
階
層
が
「
集

団
世
襲
」
さ
れ
、
新
た
な
身
分
制
社
会
が
誕
生
し
た
。「
紅
二
代
」
な
ど

に
加
え
、「
官
二
代
」（
役
人
二
代
目
）、「
富
二
代
」（
金
持
ち
二
代
目
）、
さ
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ら
に
「
窮
二
代
」（
貧
乏
二
代
目
）
な
ど
。
共
産
党
が
散
々
批
判
し
て
き

た
民
国
期
の
、あ
る
い
は「
封
建
主
義
と
帝
国
主
義
」に
虐
げ
ら
れ
た
人
々

が
、
二
一
世
紀
に
再
登
場
し
て
い
る
。「
官
民
の
矛
盾
と
労
資
の
矛
盾
」

で
は
、
官
制
組
合
で
あ
る
総
工
会
が
一
般
労
働
者
に
敵
対
し
て
い
る
。

　

第
三
部
は
「
文
革
五
十
年
の
総
括
」。
文
革
は
単
な
る
権
力
闘
争
で
は

な
く
、
毛
沢
東
の
目
指
す
ユ
ー
ト
ピ
ア
理
念
が
根
柢
に
あ
り
、
現
実
を

無
視
し
た
「
継
続
革
命
論
」
が
悲
劇
を
生
み
、
熱
狂
的
大
衆
運
動
の
中

で
自
滅
し
た
。
こ
れ
を
可
能
に
し
た
も
の
こ
そ
「
建
国
後
十
七
年
の
社

会
制
度
」
で
あ
っ
た
。
毛
沢
東
自
身
、「
官
僚
集
団
の
一
員
で
あ
っ
て
も
、

彼
が
率
い
る
官
僚
た
ち
と
同
じ
で
は
な
い
」（
二
一
八
頁
）。「
文
革
は
毛

沢
東
、
造
反
派
、
官
僚
集
団
が
織
り
な
し
た
ト
ラ
イ
ア
ン
グ
ル
の
ゲ
ー

ム
で
あ
り
、
こ
の
ゲ
ー
ム
の
最
後
の
結
末
で
は
官
僚
集
団
こ
そ
が
勝
者

と
な
っ
た
。
敗
者
は
毛
沢
東
で
あ
り
、
敗
者
の
ツ
ケ
を
払
わ
さ
れ
た
の

が
造
反
派
」（
二
二
四
頁
）
で
あ
り
、結
局
、文
革
前
の
「
旧
制
度
」
が
「
完

全
復
活
」
し
た
。
け
れ
ど
も
、
共
産
党
へ
の
「
奴
隷
型
服
従
」
へ
の
疑
問

と
批
判
が
大
衆
レ
ベ
ル
で
懐
胎
さ
れ
、
歴
史
の
発
展
法
則
も
共
産
主
義

も
信
じ
な
い
人
々
が
析
出
し
て
い
っ
た
こ
と
が「
六
四
」の
基
調
に
あ
る
。

　

こ
う
し
た
中
国
の
現
状
を
変
え
る
に
は
「
立
憲
民
主
」
が
必
要
な
の

だ
、
と
結
論
付
け
る
。
こ
の
結
論
は
、
清
末
の
変
法
派
あ
る
い
は
新
政
当

時
の
立
憲
派
に
通
ず
る
も
の
が
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
現
状
は
専
制
体
制

な
の
で
あ
る
。
確
か
に
、
現
在
の
人
民
共
和
国
に
は
憲
法
が
存
在
す
る
。

だ
が
、
党
の
指
導
性
を
明
記
し
て
あ
る
以
上
、
党
は
憲
法
の
上
に
あ
る
。

こ
れ
で
は
外
見
的
立
憲
制
で
は
な
い
か
。
前
近
代
中
国
の
国
家
と
社
会

の
分
離
、
そ
れ
を
中
間
団
体
が
結
ん
で
い
た
と
す
る
議
論
は
一
定
の
説

得
力
を
持
つ
。
そ
う
し
た
社
会
で
は
、
岡
本
氏
に
よ
れ
ば
、
国
家
は
民
を

徴
税
の
対
象
と
の
み
み
な
し
、
奉
仕
の
対
象
と
は
考
え
な
か
っ
た
（
岡
本

隆
司
『
腐
敗
と
格
差
の
中
国
史
』
Ｎ
Ｈ
Ｋ
出
版
、
二
〇
一
九
年
）。
主
権
者
に

対
し
て
奉
仕
す
る
こ
と
を
国
家
の
機
能
と
す
る
国
民
国
家
で
は
な
か
っ

た
か
ら
で
あ
る
。
法
の
も
と
で
の
平
等
を
前
提
と
す
る
均
質
な
国
民
が

形
成
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
身
分
制
社
会
で
あ
っ
た
か
ら

で
あ
る
。
革
命
も
「
命め

い

革
ま
る
」
で
あ
っ
てrevolution

で
は
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。
ト
ロ
ツ
キ
ー
が
一
九
二
〇
年
代
の
中
国
共
産
党
の
指
導

す
る
農
民
運
動
に
支
え
ら
れ
た
北
伐
軍
を「
軍
服
を
着
た
太
平
天
国
軍
」

と
称
し
た
の
は
、
炯
眼
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
農
民
を
支
持
基
盤
に
権

力
を
掌
握
し
た
中
国
共
産
党
は
、成
立
後
七
〇
年
の
今
に
な
っ
て
も「
三

農
問
題
」
な
ど
と
言
っ
て
い
る
。
農
村
は
一
貫
し
て
収
奪
の
対
象
で
あ

り
、
奉
仕
の
対
象
で
は
な
い
。
恩
知
ら
ず
で
あ
る
。
農
村
で
も
、
多
く

の
人
々
が
官
に
で
き
る
だ
け
近
い
位
置
を
占
め
よ
う
と
必
死
に
な
り
、

学
歴
の
階
梯
を
駆
け
上
が
ろ
う
と
血
道
を
上
げ
る
。
一
族
の
栄
誉
と
富

貴
の
た
め
に
寝
る
間
を
惜
し
ん
で
勉
学
に
励
む
の
は
、
宋
朝
真
宗
皇
帝

作
「
勧
学
歌
」
の
世
界
で
あ
っ
た
。
こ
れ
と
、「
高
考
」
の
悲
喜
劇
と
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は
ど
れ
程
違
う
の
か
。

　

文
革
は
権
力
抗
争
で
あ
り
、
実
質
的
に
皇
帝
と
な
っ
た
毛
沢
東
の
ユ

ー
ト
ピ
ア
理
念
の
追
求
で
あ
り
、
家
臣
の
抵
抗
で
あ
り
、
大
衆
的
暴
力

に
よ
る
大
流
血
で
あ
り
、
中
国
の
持
つ
前
近
代
性
の
露
呈
で
あ
っ
た
と

見
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
方
で
、
権
力
の
暴
走
を
抑
え
得
る
、
外
形
的

で
な
い
立
憲
制
を
志
向
す
る
人
々
の
存
在
は
、
箱
の
隅
で
震
え
て
い
る

「
希
望
」
で
あ
る
と
信
じ
た
い
。

　

本
書
は
文
革
を
漢
族
の
世
界
の
中
で
捉
え
て
い
る
。
グ
ロ
ー
バ
ル
な

視
点
も
そ
う
で
あ
る
が
、
漢
族
以
外
の
民
族
地
域
で
の
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド

な
ど
は
、
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。
原
著
者
の
関
心
か
ら
已
む
を
得
な
い
の

か
も
し
れ
な
い
が
、
中
国
国
内
で
も
非
漢
族
世
界
で
の
文
革
の
惨
害
に

つ
い
て
あ
き
ら
か
に
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
そ
れ
ら
は
文
革
ど
こ
ろ
か
そ
れ

以
前
、
人
民
共
和
国
、
民
国
成
立
に
到
る
視
野
を
持
っ
て
い
る
。
孫
文
が

掲
げ
た
「
民
族
主
義
」
が
「
駆
除
韃
虜
」
に
始
ま
り
、
そ
れ
が
「
五
族
共

和
」
と
書
き
替
え
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
本
質
に
変
化
は
な
か
っ
た
。
言
及

せ
よ
と
ま
で
は
言
わ
な
い
が
、
問
題
の
存
在
は
指
摘
し
て
ほ
し
か
っ
た
。

　

な
お
、
本
書
に
関
し
て
は
四
月
一
三
日
付
日
経
新
聞
の
国
分
良
成
氏

な
ど
、
多
く
の
書
評
が
高
い
評
価
を
与
え
て
い
る
こ
と
を
附
記
し
て
お

き
た
い
。

（
み
よ
し
・
あ
き
ら　

愛
知
大
学
）

日
中
文
化
交
流
協
定
締
結
40
周
年
記
念

特
別
展
　
三
国
志

東
京
国
立
博
物
館

会	

期
：
七
月
九
日
（
火
）
～
九
月
一
六
日
（
月
・
祝
）

　

	

※
月
曜
・
七
月
一
六
日
は
休
館
、
但
し
七
月
一
五
日
・
八
月
一
二
日
・

九
月
一
六
日
は
開
館
。

会
場	

：
東
京
国
立
博
物
館（
JR
上
野
駅
公
園
口
・
鶯
谷
駅
南
口
よ
り
徒
歩
10
分
）

開	

館
時
間
：
9
時
半
～
17
時
（
入
館
は
閉
館
30
分
前
ま
で
）
※
金
・
土
曜

は
、
21
時
ま
で
開
館
。

観	

覧
料
：
一
般
一
、六
〇
〇
円
、
大
学
生
一
、二
〇
〇
円
、
高
校
生
九
〇
〇

円
、
中
学
生
以
下
無
料
。

九
州
国
立
博
物
館

会	

期
：
一
〇
月
一
日
（
火
）
～
二
〇
二
〇
年
一
月
五
日
（
日
）

　

	

※
月
曜
休
館
、
但
し
祝
休
日
の
場
合
は
開
館
、
翌
平
日
が
休
館
。
お
よ

び
一
二
月
二
三
日
～
三
一
日
は
休
館
。

会
場	

：
九
州
国
立
博
物
館
（
西
鉄
太
宰
府
駅
よ
り
徒
歩
10
分
）

開	

館
時
間
：
9
時
半
～
17
時
（
入
館
は
閉
館
30
分
前
ま
で
）
※
金
・
土
曜

は
、
20
時
ま
で
開
館
。

観
覧	

料
：
一
般
一
、六
〇
〇
円
、高
大
生
一
、〇
〇
〇
円
、小
中
生
六
〇
〇
円
。

み	
ど
こ
ろ
：
本
展
で
は
、
選
り
す
ぐ
り
の
文
物
と
最
新
の
研
究
成
果
を
ま

じ
え
て
そ
の
実
像
に
迫
り
、
こ
れ
ま
で
の
三
国
志
を
超
え
た
考
古
学
な

ら
で
は
の
、
新
た
な
三
国
志
像
の
構
築
を
目
指
す
。

　

全
作
品
写
真
撮
影
Ｏ
Ｋ
（
フ
ラ
ッ
シ
ュ
・
三
脚
等
は
使
用
不
可
）。

展
覧
会
の
ご
案
内


